
 

 
＋
プラス

Ｓａｆｅ
セ ー フ

通信 
（小売業・第３号） 

令和７年 10 月発行 

 
 事務局：富山労働局健康安全課 

       電話 076-432-2731 

 

 富山小売業＋Ｓａｆｅ協議会 

【構成員】アルビス株式会社 

  株式会社大阪屋ショップ 

  富山県商工労働部労働政策課 

  富山県商工労働部経営支援課 

  富山県商工会連合会 

「富山小売業+Safe 協議会」とは 

 転倒、腰痛等の労働災害が増加傾向にある小売業につ

いて、県内のリーディングカンパニー、地方公共団体、

関係団体等を構成員として、定期開催しているもので、

構成員が取り組んでいる労働災害防止に向けた好事例

を同業種に周知することなどにより、労働災害の減少を

図るものです。 

 

本年９月 10 日、富山労働総合庁舎（富山市神通本町）において、令和７年度第１回「富山小売

業＋Safe 協議会」を開催しました。 

 協議会では、富山県内の小売業において冬季における転倒災害が増加している現状について情報

共有した上で、今後業界に対して転倒災害防止に向けた取組の徹底を呼びかけていくなど、取組方

針について意見交換を行いました。 【富山県内の小売業における労働災害発生状況等は裏面のとおり】 

 

意見交換の概要 
 
・冬季の早朝は気温が低く周囲も暗いため、出勤時に転倒等による労働災害のリスクが高まる。 

気象情報を把握した上で、事前に従業員へ注意喚起するなどの対応が求められる。 

・外国人労働者の労働災害が発生しており、外国人労働者に対するルールの徹底が課題である。 

・多様な人材の活躍に当たり、安全衛生への取組を広めていくことは重要と考えられる。 

一方で、具体的な取組方法が分からない企業も多いと思われるので、取組事例を広めていく工夫が必要。 

・協議会における今後の取組について、労働災害防止の専門家を招き、労働災害防止の手法等に関する 

説明を受ける機会を設けてはどうか。 

以上の議論を踏まえ、今後協議会として、以下の取組を進めていくことを確認しました。 

① 富山労働局が毎冬実施している「冬季無災害運動」の取組期間に合わせて、「+Safe 通信」の

活用等により、労働災害の現状や防止対策（特に今年度は顕著に増加している「転倒」による

労働災害防止対策）を業界に対して広く周知すること 

② 構成員拡大の取組を継続していくこと 

③ 労働災害防止の手法等について、専門家（安全管理士等）による説明の機会を設けること 
 

 

 

【事業場における実施事項】 

⑴ 凍結路面や積雪等による「転倒」災害防止対策の徹底 

⑵ 雪下ろし中における屋根からの墜落及び除雪中の用水路への 

転落等の「墜落、転落」災害防止対策の徹底 

⑶ 除雪機等による「はさまれ、巻き込まれ」災害防止対策の徹底 

⑷ 凍結路面での車のスリップ等による「交通事故」防止対策の徹底 

⑸ その他、大雪・低温等の気象情報や交通情報等の収集及び関係労働者への周知徹底 

今季も「冬季無災害運動」を実施します（取組期間：令和 7 年 12 月 1 日～令和 8 年 2 月 28 日） 



■富山県内の小売業における労働災害発生状況（令和７年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
 
■災害事例と防止対策 【富山県内の小売業における「転倒」による労働災害 70 人（令和７年９月末現在）】 
 

・滑り〔40 人〕57.1％ 

凍結した路面（通路、駐車場等）で滑って転倒 

作業場や通路にこぼれていた水、洗剤、油等により滑って転倒 

水場（食品加工場等）で滑って転倒 

【対 策】 ・通路等の整備（凍結、積雪、濡れの解消） 

・要注意箇所の見える化（ステッカー貼付、敷地内マップ作成） 

・作業動線の見直し（作業の改善・効率化、移動リスクを最小限に） 

・靴底の定期点検と交換（事業者が主導してルール化）  
・つまずき〔18 人〕25.7％ 

作業場・通路に放置された物につまずいて転倒 

作業場や通路以外の障害物（車止め等）につまずいて転倒 

作業場や通路のコードなどにつまずいて転倒 

【対 策】 ・４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底（一斉・習慣化） 

・凹凸の解消、適切な通路の設定 

・障害物の見える化  
・もつれ等〔５人〕 7.1％ 

 

【対 策】 ・転倒やケガをしにくい身体づくり（作業前体操の一斉・習慣化） 

・体力の状況の把握（「転倒等リスク評価セルフチェック票」の活用等） 

・その他〔７人〕10.0％ 

 

富山労働局は各企業に「ＳＡＦＥコンソーシアム」への加盟を呼びかけています！ 

急いでいたところ、何もないところで、足がもつれて転倒 
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30 人 
増加 
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転倒は 
31 人 
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34人

（28.1%）

70歳～

36人

（29.8%）

年齢別内訳

小売業

121人
（R7.9速報値）

29 人 
増加 

・令和７年は前年同期比 30 人（33.0％）増と大幅に増加 （寒波に見舞われた２月に転倒災害が多発） 

・特に 60 代以上の割合が高く、他の年代よりも労働災害のリスクが高いと考えられる 

加齢に伴う身体機

能の低下や骨折リ

スクの高まりが要

因と考えられる。 


